
 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県医療審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

           日 時 平成２８年３月１６日（水） 

              １４：００～ 

           場 所 盛岡市勤労福祉会館５階 大ホール 
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議 事 録 

 

１ 日時 

  平成２８年３月１６日（水）午後２時 

２ 場所 

  盛岡市勤労福祉会館５階 大ホール 

３ 出席者（敬称略） 

 委員 

    石川 育成  一般社団法人岩手県医師会会長 

    岩動  孝  一般社団法人岩手県医師会副会長 

    遠藤 育子  朝顔のたね－千厩病院を守り隊会長 

    小笠原 裕  株式会社岩手日報社常勤監査役 

    小川  彰  岩手医科大学学長 

    小原 紀彰  一般社団法人岩手県医師会副会長 

    兼田 昭子  公益社団法人岩手県看護協会会長 

    坂田 清美  岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 

    菅原 和彦  岩手県国民健康保険団体連合会専務理事 

    大黒 英貴  一般社団法人岩手県歯科医師会専務理事 

    滝田 研司  一般社団法人岩手県医師会常任理事 

    畑澤 博巳  一般社団法人岩手県薬剤師会会長 

    松本 光一  全国健康保険協会岩手支部長 

    水賀美洋子  公募委員 

    和田 利彦  一般社団法人岩手県医師会常任理事 

 専門委員 

    安達 孝一  弁護士 

    磯﨑 一太  洋野町国民健康保険種市病院長 

    遠藤 秀彦  岩手県立中部病院長 

    伴   亨  日本精神科病院協会岩手県支部長 

    （五十音順） 
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事務局 

    佐々木 信  保健福祉部長 

    細川 倫史  副部長兼保健福祉企画室長 

    野原  勝  副部長兼医療政策室長 

    鈴木  優  医療政策室医療政策担当課長 

    葛尾 淳哉  医療政策室医務課長 

    高橋 幸代  医療政策室地域医療推進課長 

    五日市 治  健康国保課総括課長 

    中居 哲弥  参事兼長寿社会課総括課長 

    伊藤 信一  障がい保健福祉課総括課長 

    南  敏幸  子ども子育て支援課総括課長 

    佐野  淳  医師支援推進室長 

    新田 芳文  医療局経営管理課企画予算担当課長 

【欠席委員】 

    伊藤 純子  公募委員 

梶田佐知子  （特非）岩手県地域婦人団体協議会事務局長 

    佐々木千晶  岩手県立大学社会福祉学部准教授 

    佐藤  保  一般社団法人岩手県歯科医師会会長 

    戸羽  太  岩手県市長会（陸前高田市長） 

    民部田幾夫  岩手県町村会長（岩手町長） 

    森 美枝子  友愛会職員労働組合執行委員 

【欠席専門委員】 

    昆   司  公認会計士 

 

１ 開 会 

 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  遅れている委員の方がいらっしゃるようですけれども、定刻でございますので、ただ

いまから岩手県医療審議会を開会いたします。 

  事務局でございます県医療政策室の鈴木でございます。暫時進行を務めさせていただ
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きますので、よろしくお願いします。 

  本日の審議会は、委員27名中現時点で18名のご出席をいただいておりまして、委員の

過半数に達しておりますので、医療法施行令第５条の20第２項により会議は成立してお

りますことをご報告させていただきます。なお、本日の会議は公開とさせていただきま

す。 

  それでは、お手元に配付してございます次第に従いまして進行させていただきます。 

 

２ あいさつ 

 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  初めに、佐々木保健福祉部長からご挨拶を申し上げます。 

〇佐々木保健福祉部長 

  佐々木でございます。審議会委員の皆様方におかれましては、年度末を迎えて何かと

お忙しい時期でございますが、本日はご出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。また、日ごろより本県の保健、医療の充実のためご尽力、ご協力いただいておりま

すことに感謝申し上げます。 

  本日の議題であります地域医療構想の策定でありますけれども、前回１月の審議会の

際にご説明いたしましたとおり、昨年12月から今年の１月にかけまして各圏域での２巡

目の意見聴取、それから関係各団体からご意見を伺う場を持ち、そしてパブリックコメ

ントにより県民の方々からご意見を頂戴したところでございます。寄せられた意見を踏

まえまして、見直すべきところは見直した上で、２月16日に医療計画部会で答申案につ

いてご審議いただき、これをご了承いただいたところであります。医療計画部会の部会

長でいらっしゃいます岩動先生を始め今年度５回ほど医療計画部会を開催していただき、

熱心なご協議をいただきまして誠にありがとうございます。 

  本日の審議会でございますけれども、この地域医療構想の答申案について、部会から

の報告を踏まえてご審議いただき、できれば本日これを取りまとめ、答申ということに

持っていきたいというものでございます。限られた時間ではございますけれども、委員

の皆様方から忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、この地域医療構想、それから策定

した後の今後の進め方等にもいろいろ反映させていきたいと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  続きまして、石川会長からご挨拶を頂戴いたします。 

〇石川育成会長 

  ただいまご紹介をいただきました岩手県医師会の石川でございます。本日はよろしく

お願いを申し上げます。 

  本日の会議では、昨年の４月に知事から当審議会に諮問のありました地域医療構想の

策定について、その答申案をご審議いただくことになっております。この地域医療構想

の策定に関しては、医療計画部会において慎重に審議を重ね、１月18日の当審議会では

委員の皆様に素案を説明してご意見を伺ったところでございます。本日は、委員の皆様

のほかパブリックコメントなどに寄せられた意見を踏まえた答申案を審議していただく

ものでございます。委員の皆様には円滑な審議にご協力くださいますようにお願いを申

し上げて、私からの挨拶といたします。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  ありがとうございました。 

 

３ 議 事 

  地域医療構想の策定について 

 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  それでは、これから議事に入らせていただきますが、以降の進行につきましては、医

療法施行令第５条の18第３項の規定により、石川会長にお願いいたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

〇石川育成会長 

  それでは、議事を進めたいと存じます。地域医療構想の策定についてでありますが、

これについては平成27年４月に知事から当審議会に諮問を受けて医療計画部会に付議し

たところでありまして、前回の医療審議会において審議の進捗状況及び素案の内容につ

いて報告があったところであります。今回は、素案を修正した答申案について審議を行

いますので、細部にわたって付議をいたしました計画部会の岩動部会長からご審議の結

果について報告をお願いいたします。 

〇岩動孝委員 
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  計画部会の岩動でございます。それでは、ご報告を申し上げます。 

  地域医療構想の策定につきましては、平成27年４月27日の医療審議会において知事か

らの諮問を受けて以来、これまで医療計画部会において５回にわたり審議を重ねてまい

りました。前回の医療審議会では、地域医療構想の素案を報告いたしましたが、本日は

知事への答申案についてご報告申し上げたいと思っております。この答申案につきまし

ては、前回報告した素案に対する関係団体や各二次保健医療圏域におけるご意見やパブ

リックコメントによる県民の皆様方からのご意見等を踏まえて案の修正を行い、医療計

画部会における審議を経て取りまとめたものでございます。当部会といたしましては、

お手元にお配りしております答申案をもちまして医療審議会会長に審議結果を報告する

ものでございます。 

  答申案の詳細につきましては、これから事務局からご説明をいただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  それでは、事務局から説明をさせていただきます。大変恐縮でございます、座って説

明をさせていただきます。 

  まず、これまでの審議経過につきまして、資料１をご覧願います。資料１でございま

す。４月に当審議会に諮問されて以来、二次保健医療圏のご意見を踏まえつつ、これま

で計画部会で審議を行ってきたところでございます。11月26日の計画部会で素案につい

てご了承いただきまして、この素案に対して、また各医療圏ですとか関係団体からの意

見聴取、それからパブリックコメントを実施して、そのご意見も踏まえまして、素案を

修正して、最終案を作成してございます。２月16日の計画部会でその最終案をもって答

申案とすることについてご了承いただきましたので、本日当審議会にお諮りするもので

ございます。 

  １月18日の審議会におきまして、地域医療構想の素案の内容を既に説明させていただ

いておりますので、本日は素案に対してどのような意見があったか、意見を踏まえて素

案をどのように修正したかという点につきまして説明をさせていただきます。 

  まず、パブリックコメントや関係団体への意見聴取などの実施結果につきまして説明

をさせていただきます。資料２をご覧いただきたいと思います。資料２でございます。

１の意見聴取の実施状況でございますが、資料のとおりパブリックコメントを実施した

ほか、医療法で定められている関係団体等への意見聴取、それから各二次保健医療圏か
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らの意見聴取、さらには１月18日に開催しました医療審議会と計画部会で頂戴したご意

見につきましてまとめております。 

  次に、２の意見等の提出状況でございますけれども、（１）のパブリックコメントで

は、計31の団体、個人から40件のご意見をいただいております。（２）、法定意見聴取

の対象となる59団体のうち26団体から62件のご意見をいただいております。（３）、二

次医療圏からは全部で91件、さらに（４）の１月の医療審議会、計画部会から６件のご

意見をいただいておりまして、これら全て合計しますと199件となってございます。 

  次に、３のいただいたご意見の答申案への反映状況でございますが、資料にあります

凡例によって整理をしてございます。 

  ２ページをお開きいただきたいと思います。２ページをお開きいただきます。意見聴

取の区分ごと、さらにはご意見の内容ごとに整理をしてございますけれども、一番下の

総計のところをご覧いただきたいと思いますが、ご意見の全部を反映したものが12件、

６％となってございます。一部を反映したものが９件、4.5％となっております。また、

地域医療構想の内容と趣旨が同一のご意見のものが50件、25.1％、それから今後の県の

施策や協議の場での話し合いの際に参考とさせていただくご意見が116件、58.3％、ご意

見の内容で対応することが困難なものが４件、２％、内容がご意見ではなく質問などの

その他のものが８件、４％となってございます。 

  続きまして、３ページをご覧いただきたいと思います。これは、ご意見の内容分類ご

との反映状況でございます。一番右の欄が総計になってございますけれども、在宅移行

に関するご意見が43件、21.6％、人材確保が38件、19.1％と多くご意見をいただいてい

るところでございまして、反映状況につきましても在宅移行、それから人材確保に関す

るご意見が多くなってございます。 

  次に、パブリックコメントでいただいたご意見の内容とそれに対する県の考え方、地

域医療構想の答申案への反映状況でございまして、資料３が全部のご意見の中から答申

案に反映した意見や類似の意見が複数寄せられたものを中心に抜粋したものでございま

す。資料４が全てのご意見を掲載した資料でございます。会議時間の関係で、抜粋版の

資料３によりその概要を説明させていただきたいと思います。 

  資料３―１という枝番が振ってございますけれども、資料３―１がパブリックコメン

トのご意見でございます。複数あったご意見としましては、ナンバー30番のところをご

覧いただきたいと思いますけれども、病床削減をしないでほしいというような意見がご
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ざいました。これに対する県の考え方でございますが、地域医療構想は病床を強制的に

削減するためのものではなく、将来の医療需要に応じた体制を検討するためのもので、

協議の場において地域の実情を踏まえて病床機能の分担などを協議していくこととして

おりまして、このようなご意見がありましたことは、来年度協議の場でもお伝えをする

ことといたします。 

  ２ページにお移りをいただきまして、ナンバー40でございますけれども、県立の地域

医療センターに入院ベッドを置いてほしいとのご意見がございました。県の考え方でご

ざいますが、構想区域の設定に当たりましては広大な県土や医療資源の状況などを踏ま

えて、二次保健医療圏を構想区域として、この区域を単位として入院医療の一定の完結

を目指していくこととしてございます。このようなご意見がありましたことは、来年度

設置します協議の場でもお伝えすることといたします。 

  続きまして、資料３―２をご覧いただきたいと思います。資料３―２でございます。

関係団体等からのご意見でございます。答申案に反映しましたご意見を中心に説明させ

ていただきます。ナンバー17でございますが、在宅医療や医療と介護の連携などを進め

ていく上では、医科歯科連携や歯科関係者と医療・介護関係者との連携体制を構築して

いく取り組みを構想の中に盛り込む必要があるというご意見でございました。構想の中

の主な取り組みにご指摘のような取り組みの一部を追加させていただいております。 

  次に、ナンバー19でございます。概要版の医療従事者確保の主な取り組みに、医師だ

けでなく多職種の取り組みも記載する必要があるとのご意見でございます。ご指摘のと

おり修正することといたしました。 

  ２ページにお移りいただきます。２ページでございます。ナンバー20でございます。

看護職員の離職率が多いという表現について、全国平均と比較しても岩手県は低い数値

であるので、適切な表現ではないのではないかとのご意見がございましたので、これも

ご意見を踏まえて表現を修正してございます。 

  次に、ナンバー21は理学療法士、作業療法士の配置の必要性について、回復期に特化

して記載しているけれども、急性期についても配置は必要だというご意見がございまし

たので、ご指摘を踏まえて修正することといたしております。 

  次に、ナンバー24でございますが、公的医療機関への奨学金養成医師の配置見込みに

ついて、その必要医師数の算定根拠の説明が必要というご意見でございましたので、ご

指摘のとおり算定根拠を追加してございます。 
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  次に、ナンバー25は、公的医療機関の現時点における圏域別の医師不足数と平成38年

以降の圏域の医師配置見込みなどの資料の追加が必要というご意見がございました。不

足数につきましては、今年度医療政策室が実施しました必要医師数調査の結果概要を追

加してございます。なお、奨学金養成医師の配置につきましては、配置調整会議で毎年

調整を行っていくこととしてございますので、個別の配置見込みまではお示しはできな

いものでございます。 

  次に、ナンバー26でございます。在宅医療に移行するまでに重要な看護師や介護従事

者の確保の具体的な取り組みを記載する必要があるというご意見がございまして、構想

では主な取り組みを記載しているもので、全ての取り組みを記載しているものではござ

いませんけれども、ご指摘を踏まえまして取り組みの中にその一部を追加してございま

す。 

  続きまして、４ページにお移りをいただきまして、ナンバー47でございます。ナンバ

ー47でございます。在宅医療等に介護施設で医療を受ける場合もあるのであれば、主な

取り組みに介護施設の整備促進を記載すべきではないかというご意見がございまして、

ご意見のとおり取り組みを追加しているところでございます。 

  次に、ナンバー51ですが、在宅医療への移行に当たり、医療以外の体制整備について

明記すべきとのご意見がございまして、構想では在宅医療の体制整備が先行する形で進

めていく必要があるということについて記載するとともに、地域の実情を踏まえながら

協議の場で体制の整備等を協議していくことについて記載をしてございますけれども、

ご意見を踏まえまして、在宅医療の体制整備の必要性などについて追記をしたところで

ございます。 

  続きまして、ナンバー57でございますけれども、正式な構想策定時にも概要版などを

作成して県民がわかりやすく、不安に思うことのないようにしてほしいとのご意見がご

ざいました。概要版やパンフレットの作成など広報に努めていくこととしてございます。 

  次に、ナンバー60でございますが、地域医療構想の見直しの要素としまして、医療を

めぐるさまざまな状況の変化による見直しの検討を追加すべきというご意見がございま

して、医療提供体制の情勢を踏まえた記載を追加しているところでございます。 

  続きまして、資料３―３をご覧いただきます。資料３―３でございます。二次医療圏

からのご意見になります。まず、ナンバー９でございますが、国の算定式に基づく必要

病床数が地域の実態に合っているか精査すべきとのご意見ですとか、ナンバー27の病床
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機能報告が現状をきちんと反映しない制度になっているといったようなご意見を複数い

ただいたというところでございまして、これは協議の場の協議でそのようなご意見もあ

ったということを踏まえながら協議をしていく必要があると考えてございますし、機会

を捉えまして、国にそのようなご意見を伝えていきたいと考えてございます。 

  それから、人材確保につきましてもナンバー33の奨学金養成医師の医師不足地域への

優先配置ですとか、ナンバー35、介護人材の確保の重要性についても複数ご指摘をいた

だいてございます。 

  それから、ナンバー36ですが、奨学金養成医師の配置見込みが楽観的な数字ではない

かというご意見で、なおご指摘のような配置に当たっての課題を追記することといたし

ております。 

  次に、ナンバー51は看護や介護の人材確保事業についても記載してほしいというご意

見がございましたので、ご意見を踏まえまして追加をしてございます。 

  次に、ナンバー54は介護施設の新設だけでなく、既存施設の機能向上の取り組みも重

要であるというご意見がございまして、既存施設のユニット化改修の支援などの取り組

みを追記しているところでございます。 

  次に、ナンバー66でございます。在宅医療の住民ニーズや経済力を踏まえて在宅医療

への移行を進める必要があるというご意見でございまして、地域の実情を踏まえながら

協議の場で協議していくこととしてございますので、そのようなことも参考にして協議

をしていきたいと考えてございます。 

  次に、ナンバー68は在宅医療の必要性や趣旨をわかりやすく住民に説明して理解して

もらう必要があるというご意見でございます。ご意見を踏まえまして、在宅医療の必要

性や趣旨について追加をしてございます。 

  次に、ナンバー75は周産期の体制確保についてのご意見でございますけれども、周産

期につきましては医療計画本体の領域になってまいりますけれども、国が新たな指針を

現在検討しておりますので、これらの検討結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと

考えているところでございます。 

  最後に、ナンバー91は、本編では「少子高齢化」となっていたのに、概要版では「少

子」が抜けて「高齢化」になっているというご指摘がございましたので、ご指摘を踏ま

えて修正をしてございます。 

  続きまして、資料４―４をご覧願います。資料４―４でございます。１月に開催いた
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しました当医療審議会、それからその後開催しました計画部会におきまして頂戴したご

意見をまとめてございます。ナンバー１については、看護師の離職率につきまして関係

団体から同様のご意見をいただいておりまして、先ほど説明しましたとおり記載を修正

してございます。そのほかのご意見につきまして、今後の協議の場ですとか、県の施策

を進める上で大変示唆に富んだご意見でございますので、参考にさせていただきながら

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  以上がパブリックコメントなどでいただきましたご意見とその対応状況の概要でござ

います。 

  続きまして、これらの意見も踏まえて素案の内容を修正してございますので、修正内

容について説明をさせていただきます。資料５をご覧いただきたいと思います。資料５

でございます。１枚おめくりいただきまして、１ページからが素案と最終案の対照表に

なっております。時間の関係上、字句の所要の整理や最新のデータへの更新などの修正

につきましては説明を割愛させていただきますので、ご了承願います。 

  まず１ページ、一番上の題名につきましては、岩手県地域医療構想に修正をさせてい

ただいております。 

  次に、その下１ページから２ページにかけまして最終案の１、地域医療構想策定の趣

旨の項目に在宅医療の必要性や趣旨を住民に理解してもらう必要があるとのご意見を踏

まえて最終案のとおり整理をしてございます。高齢化の進展によって、病院完結型から

地域完結型医療の重要性が上がってきていて、住み慣れた地域で生活しながら必要な医

療を受けるようにしていくためには在宅医療の体制整備が必要であるというような形で

整理をしているものでございます。 

  次に、３ページをご覧願います。３ページでございます。最終案２、地域医療構想の

性格の項目に地域医療構想の医療計画の関係性、それぞれの守備範囲を明確にするよう

記載を追加したものでございます。 

  次に、５ページをお開き願います。５ページでございます。中段のところにウ、医療

従事者の状況の項目がございまして、その中で奨学金養成医師の配置見込みについて、

頂戴したご意見を踏まえまして新たな専門医制度や女性医師の育児休業の影響など課題

もあることを追記してございます。さらに、配置見込みの表を最新のデータ等を踏まえ

て更新するとともに、今年度実施しました公的医療機関の必要医師数調査の結果がまと

まりましたので、その内容を追加してございます。調査結果につきましては、後ほど本
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編をご覧いただきたいと思います。 

  次に、６ページの下をご覧いただきたいと思います。６ページの下でございます。理

学療法士等のニーズが回復期だけに特化された記述になっているというご意見を踏まえ

まして、資料のとおり修正をしたものでございます。 

  続きまして、９ページをご覧願います。９ページでございます。最終案のア、医療需

要の項目におきまして、療養病床の医療需要を算定する際に医療区分１の入院患者の

70％を慢性期需要から除外して在宅医療の需要に移行させるという算定方法について記

載がございませんでしたので、追加するものでございます。併せまして、医療区分１に

つきまして、注釈を加えているところでございます。 

  次に、10ページをご覧願います。10ページでございます。最終案の（３）、構想区域

における入院患者の流入、流出の見込みの項目によりまして、流入、流出による医療需

要の捉え方や医療需要の調整方法についてご理解いただけるように具体的な例を追記し

たものでございます。 

  次に、13ページをご覧願います。13ページでございます。概要版と本編の表記の整合、

統一を整理したものでございまして、本編に50床未満のプラス、マイナスについては過

不足と取り扱わないという記載がございませんでしたので、追記をしてございます。 

  次に、14ページをご覧願います。14ページでございます。構想区域ごとの基礎データ

の資料に基準病床数と既存病床数を記載してございますけれども、注釈があったほうが

よいとのご意見がありましたので、それぞれ注釈を加えております。 

  次に、17ページをご覧願います。17ページでございます。上のほうは地域医療構想を

実現するための取組の中で、実現に向けた課題を記載してございますけれども、在宅医

療の体制整備の必要性を住民に理解してもらう必要があるというご意見などを踏まえま

して、在宅医療等の体制整備の必要性について追加して記載したものでございます。 

  それから、17ページの下のほうは同じく課題の項目の医療従事者確保に関しまして看

護師の離職者が全国平均と比べて低いことから、端的に離職者が多いという表現が適切

ではないというご意見を踏まえまして、相対的な離職率は低いものの一定規模の離職者

があるというような表現に修正をしてございます。 

  次に、18ページの下のほうでございます。18ページの下のほうでございますけれども、

地域医療構想を実現するための取り組みの中で、病床機能の分化と連携を進める具体的

な取組としまして、特に回復期、慢性期、在宅医療等における口腔ケアなどの医科歯科
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連携体制の構築が重要であるというご意見を踏まえまして、主な取組に追加をしたとこ

ろでございます。 

  次に、20ページをご覧いただきたいと思います。20ページでございます。地域医療構

想を実現する取組の中で、在宅医療等の体制整備も重点事項として進めることとしてご

ざいますが、既存介護施設の改修による機能向上の取り組みも重要であるというご意見

も踏まえて、施策の方向性と主な取組にその旨を追記してございます。また、在宅医療

の体制整備の取組をもっと具体的に記載してほしいなどのご意見を踏まえまして、主な

取組の中に訪問看護師の養成や介護サービス基盤整備に取り組む市町村への支援などを

追加しているところでございます。 

  次に、21ページをご覧願います。21ページでございます。地域医療構想を実現するた

めの取り組みの中で、医療従事者の確保につきましても重点事項として進めることとし

てございますけれども、医師以外の取り組みをもっと記載すべきであるとのご意見がご

ざいましたので、ご覧のような取り組みを追加してございます。 

  次に、22ページをご覧願います。22ページの下のほうの７、地域医療構想の見直しに

ついてでございますが、地域の医療提供体制に係る情勢も踏まえて見直しすべきとのご

意見がございましたので、ご意見のとおり修正したものでございます。 

  次に、23ページ、それから併せまして資料６をご覧いただきたいと思います。23ペー

ジと資料６を併せましてご覧いただきたいと思います。２月16日の最終の計画部会にお

きまして、今後協議の場において医療提供体制を議論していく上では、岩手医科大学や

県立被災３病院の移転などを見据えた議論が必要であるというご意見がございましたの

で、その旨を参考という形で最終ページに追加をしたものでございます。 

  以上が本編の修正でございまして、続きまして資料７でございますが、概要版の修正

箇所でございます。資料７の概要版の修正箇所でございます。まず、１ページの左上で

ございます。１、地域医療構想策定の趣旨の背景・課題のところでございますが、１つ

目の丸「高齢化」を「少子高齢化」に修正をしてございます。 

  次に、概要版の３ページでございますけれども、右上のほうの６、地域医療構想を実

現するための取組の中の主な取り組みについて、本編の記載と整合を図るための修正や、

医療従事者確保では医師以外の確保の取り組みについても追加をしているところでござ

います。 

  それから、最後に右下の７、地域医療構想の見直しにつきましては、本編を修正した
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ものと同様の修正を概要版でも行っているものでございます。 

  以上が素案から修正いたしました内容でございまして、その最終版が資料８の岩手県

地域医療構想という形でございます。 

  説明につきましては以上でございますので、会長よろしくお願いいたします。 

〇石川育成会長 

  膨大なペーパーでございますから、非常にご苦労もあったことだろうと存じます。 

  ただいま岩動部会長から挨拶と鈴木担当課長から説明がございました。初めに、ご質

問を伺いたいと思います。ご意見があれば、その後伺いますので、答申案についてご質

問ありましたら、どうぞご遠慮なくお願いを申し上げます。 

  どうぞ。 

  小原委員さん、どうぞ。 

〇小原紀彰委員 

  地域医療構想の概要版の資料７の３ページです。地域医療構想を実現するための主な

取組の３、在宅医療等の充実のところの一番下ですね、在宅医療連携拠点の設置運営、

どういうものをイメージしていらっしゃいますか。 

〇中居参事兼長寿社会課総括課長 

  在宅医療連携拠点でございますけれども、在宅医療連携拠点は在宅医療を必要な方々

に対していろいろな相談に乗ったり、あるいは連携で関係する機関との調整をする場所

でございまして、現在県内に９カ所指定しているところでございまして、広域で運営し

ているところもありますので、市町村的には13市町村をカバーしているような格好にな

ります。在宅医療連携拠点は各市町村に置くというのが理想的なわけでございますけれ

ども、町村でありますとそこに１カ所置くというのもなかなか大変でございますので、

広域で取り組むといったようなことも今後支援してまいりたいと思っております。少な

くともまず平成30年４月１日までには各二次医療圏域に１カ所は置くようにということ

で、各市町村にも設置に向けた協議等を呼びかけているところでございまして、今後具

体的な設置に向けた動きがあれば県でもいろいろとこれまでの先行事例等も紹介しなが

らその取り組みが進むように応援してまいりたいと思っておりますし、広域で取り組む

ようなところにつきましては財政的な支援といったようなものも考えてまいりたいと思

っているところでございます。 

〇石川育成会長 
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  どうぞ。 

〇小原紀彰委員 

  その上の在宅医療推進協議会との絡みはどのようになるのですか。 

〇石川育成会長 

  どうぞ。 

〇中居参事兼長寿社会課総括課長 

  在宅医療推進協議会につきましては、医師会さんあるいは歯科医師会さん、薬剤師会

さん等の関係する医療関係の方々あるいは介護関係の方々を構成員とする協議会でござ

いまして、各市町村において、医療と介護の連携なり、あるいは在宅医療といったもの

が進まない原因等につきましてアンケート調査をしておりますので、そういった状況を

踏まえまして、具体的に市町村に対してどのような支援をしていけば、今後そういった

在宅医療なり、医療介護連携が進むかというものをいろいろ協議していただく場になっ

ております。具体的に、その下のほうに担当者レベルでワーキンググループを設けまし

て、細かい具体的な施策についてはそちらのほうで検討するというような形にするとこ

ろでございます。 

〇小原紀彰委員 

  私の質問の趣旨は、協議会と連携拠点との絡みを伺いたかったのです。 

〇中居参事兼長寿社会課総括課長 

  失礼いたしました。直接的に協議会のほうで連携拠点と絡むことはないのでございま

すけれども、ただ在宅医療連携拠点を設置するに当たって、どのような形で支援してい

けばいいのかとか、設置に向けた課題などについて話し合っていただくというような形

になっております。直接的に協議会のほうで連携拠点に対してこのようにしたほうがい

いとかということを議論する場ではございません。 

〇石川育成会長 

  よろしゅうございますか、小原委員さん、いいですか。 

〇小原紀彰委員 

  はい、結構です。 

〇石川育成会長 

  今のところは質疑応答のところに入ると思いますが、そのほかございませんか。 

  どうぞ。 
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〇水賀美洋子委員 

  公募というので参加させていただきましたけれども、ほとんど医療に従事している

方々で、公募は２人だけです。資料２なのですけれども、このパブリックコメントとい

うのは、ホームページに出たのは、１カ月ぐらいですか。医療というのは県民が診ても

らう、それに対してお医者さんが診てくれる、１対１みたいな感じでございますけれど

も、この県民の声に関して、この１カ月のパブリックコメントにより出された数で事務

局は満足しているのですか。 

  やっぱり県民に知らせるといういろんな策をとるのであれば、県でも県民モニターと

いうのが大体500人ぐらいいらっしゃるのかな。そういうのもやっていますが、私もその

県民モニターの一人なのですけれども、ここ何年かやってきて医療に関してのモニター

が全くないのですよね。この数字からパブリックコメントというのは本当に県民の意見

を参考にしたいという思いでやっているのか、それともただ載せて、載せましたという

ような感じでやっているのか。そこを医療局というのは昔の名前であって、私は昔の人

なので、医療局とあえて言わせてもらっていますが、そこをお伺いしたいです。 

〇石川育成会長 

  事務局どうぞお願いします。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  ありがとうございます。パブリックコメントにつきましては、いろんなご意見をいた

だきたいということで、その一つといたしまして県民の皆さんから広くご意見をいただ

きたいということで実施をしたものでございまして、ちょっと年末年始にかかったとこ

ろではございますけれども、期間につきましては前回医療計画を策定した際に１カ月程

度のパブリックコメントを実施したということで、それと大体同じぐらいの期間をとっ

て、均衡を図ってやるということで実施をしたものでございます。 

  それから、できるだけご意見をいただきたいということで、パブリックコメント以外

にも各二次保健医療圏単位での保健所の会議等を中心にしましてご意見をいただいたと

ころでございますけれども、そのメンバーの中にも医療関係者、福祉関係者等の専門関

係者だけではなくて、できるだけ住民代表の方を入れていただくというような形でメン

バーを保健所にお願いして構成しておりましたので、そういったところも含めまして医

療関係者以外の方からもご意見をいただいたというところでございます。 

〇石川育成会長 
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  よろしゅうございますか。 

〇水賀美洋子委員 

  私は岩手町に住んでいるのですが、盛岡圏内なのです。ただいま保健所とかと言いま

したけれども、保健所というのは盛岡の保健所になると思います。葛巻も入りますよね。

八幡平市、雫石、岩手町、そういう中で保健所と一つに言った場合に、本当に県民の人

たちから、私は一般で今回参加していますが、参考意見とか、そういうことで把握でき

ますか。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  盛岡圏域はかなり広い圏域でございますので、なかなかメンバーの選考は難しいとこ

ろではございますけれども、できるだけ住民の方々につきましても、住民代表の方につ

きましても、保健所のほうで選抜していただいて、その方々にもメンバーに入っていた

だいたというところでございます。 

〇石川育成会長 

  今の答弁でよろしゅうございますか。 

〇水賀美洋子委員 

  やはり医療というのは、人の命を預かる、人間の命よりも重いものというのはありま

すか。そういうふうに考えた場合に、保健所といっても、例えば盛岡圏域であると、い

ろんな市町村が入るわけですよね。そこにもう少し医療というのは、地域まではいかな

いけれども、一般の人を１人ぐらい入れてやりましたではなくて、やはり県民の方たち

がパブリックコメントで意見を言える場が必要であり、個人でこのぐらい出て、医療局

はこれでもうやったと、皆さんにお知らせしたと、そういうふうに見ているのかという

のを私は懸念を抱いているのです。前もこうやって１カ月やってということですが、岩

手県の人口構成も変わってくると思うのですよ、医療に関しても。前は、私が住んでい

るところは、県立沼宮内病院がありましたけれども、今は果たして１日の患者さんがど

のぐらいいるか、そういうのも多分医療局は把握していると思うのですが、やっぱり医

療ももうちょっと人の命を大事にしていってもらいたいというのは、そのためにはとい

うことでご発言しました。 

〇石川育成会長 

  それでは、和田委員さん、先にどうぞ。 

〇和田利彦委員 
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  私は盛岡医療圏の圏域の会議の会長をやっております。ですから、私はもちろんです

が、多くの団体、多くの方にご意見をいただいておると、２回にわたって会議を開きま

したが、ほぼ出尽くす形で会議が終了しました。 

  あと県立病院については、盛岡地域の岩手県立病院連絡協議会というのがあって、こ

れは首長さんを初め多くの団体の方がお入りになって毎年やっております。そういう中

で、私は一委員ですけれども、多くの意見が出されています。 

〇石川育成会長 

  課長さん、どうぞ。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  地域医療構想につきましては、10年後に向けた計画でございますので、これ作って終

わりということではなくて、これから10年かけて、またさらに議論を重ねていくという

ことでございますので、先ほどちょっと説明の中でもお話ししましたが、概要版のほか

にもパンフレットをこれから作りまして、保健所に置いてできるだけ多くの方に見てい

ただくとか、あとラジオの番組の中で地域医療構想を説明させていただいたりしており

ますし、来週はテレビの枠の中で説明をする機会をいただいておりますので、地域医療

構想について説明をすることにしております。いろんな形で周知を図りながら、またさ

らに来年度以降の協議の場の中で10年先に向けて県民の皆さんにも関心を持っていただ

きながら議論を進めていきたいと考えているところでございます。 

〇石川育成会長 

  いろいろご質問もあろうかと存じますが、今日のこの審議会は医療計画部会からの報

告内容の基本的な方向を変えるものではありませんので、じっくり議論すればよろしい

かと存じますが、そこのところだけ議論の対象にしても、ちょっとトータルで意見とし

ていろいろあると思いますので、何かどうぞ、事務局。 

  はい、岩動委員。 

〇岩動孝委員 

  岩動でございます。この地域医療構想というのは本日ご審議いただいているのはその

案でございまして、2025年、団塊の世代の人たちが後期高齢者になるというときの医療

体制をどのようにするかということの方向性ということでありまして、それを今日お決

めになっていただく。それに基づいて先ほどから協議の場というのが出ておりましたけ

れども、９つの構想区域における医療需要を踏まえて、その協議の場、正式には地域医
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療構想調整会議、ここでいろんな各医療団体、あるいは医療提供、あるいは介護提供を

行う人たち、あるいは住民の人たちを加えて、各地域におきまして本当にこれでいいの

か、詳細なことを地域、地域によって決めていくということであります。そういうこと

を踏まえていただいて、今後これですっかり決まってしまうということではありません。

そのときにぜひ意見を出す機会がこれからあろうと思いますので、そういうところでご

発言いただければと思っております。よろしいでしょうか。 

〇石川育成会長 

  そのほかご発言ございませんか。今受けようとしているのは、質問です。だから、そ

の質問がこれからもう一度練り直さなければいけないのか、そういう問題でもございま

せんので、どうぞ事務局のほうから。 

  どうぞ、兼田さん。 

〇兼田昭子委員 

  意見でよろしいでしょうか。質問ではなくて意見です。 

〇石川育成会長 

  今はとりあえず分けないと整理ができかねますので、そこで今はとりあえずご質問を

伺いたいと思います。もう予定の時間は過ぎておりますが、しかし大事な問題ですから、

質問するほうも納得のいくような答えがほしいと思うのです。課長さんがずっと一生懸

命やっているのですから、どうぞ。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  地域医療構想については、先ほど申し上げましたとおり、今これで全て決めてしまう

というものではなくて、今後10年かけて協議の場で協議を続けていくものでございます

ので、先ほど申し上げましたパンフレットを作成したりとかということで、我々も専門

的な内容につきましてできるだけわかりやすく県民の皆さんにお伝えするような手法を

検討してございますので、そういったことで周知を図りながら10年先に向けてみんなで

議論していけるような環境を作ってまいりたいと考えております。 

〇石川育成会長 

  まず、ここでは今ご意見を伺いたいと、その後にまた答申書についての意見もお聞き

しなければなりませんので、ここで多数決によって議決を判断するという場面も出てこ

ようかと思いますので、できればそこまで行かずに議論したほうが、効率がいいのでは

ないかなという感じがいたします。 
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  それでは、今ここでちょっと方向転換をいたしまして、ご質問ではなく、ご意見をお

伺いしたいと思いますが、どうぞ。 

〇兼田昭子委員 

  看護協会です。意見について反映していただきまして、ありがとうございます。資料

５の21ページのところなのですけれども、新規退職看護職のナースバンク登録への働き

かけの部分で、「ナースバンク」となってございますけれども、これは退職した看護師

が各都道府県ナースセンターに届け出るもので、ナースセンターに直していただきたい

と思います。 

  それからもう一つなのですけれども、すぐ下のところに「いわゆる潜在看護師、潜在

薬剤師」とあるのですけれども、これ「いわゆる」という語句が必要かと思ったのです。

何かを考えて入れてあるのかなと思いますが、私は、あえて「いわゆる」という言葉に

違和感があり、要らないと思うので、取っていただきたいなと思います。 

〇石川育成会長 

  どうぞ。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  ナースセンターにつきましては、会長さんおっしゃるとおりだと思いますので、そこ

は事務的に修正をさせていただきたいと存じます。 

  それから、「いわゆる」についても、潜在看護師、潜在薬剤師というところがちょっ

とどれぐらい一般的な言葉なのかというところが医療関係者としてはすんなり入ってく

る言葉なのですけれども、その辺がちょっとどうなのかなということで、「いわゆる」

と付けたのですけれども、もし違和感があるということであれば、そこも事務的に修正

をさせていただくことは可能だと思います。 

〇石川育成会長 

  何しろ膨大ですからね、そう簡単には合意が得られるとも思われませんが、しかも同

じところをぐるぐる回ってもらちが明きませんので、そこで一つの方法としては、まず

とりあえず今回の答申書が医療計画部会の努力もあってここまでまとめてこられたと、

その間にもいろいろ意見を伺ったところでございましょう。 

  そこで、ここで賛成かどうかの決をとるという問題でもないような気がしますが、そ

れが一つ私の頭から離れないところでございまして、大きくは今の答申書でよかろうと

いうご意見なのか、絶対だめだというご意見なのか、その辺も後で事務局のほうからお
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聞きになってみるのも丁寧なやり方ではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  まず、この場で何かそういったご意見等をお聞きした上で、ご意見がたくさん出るよ

うであればそのようなことも考えたいとは思っておりますけれども、まずこの場でどの

ような状況かということを、ご確認させていただければと考えてございますけれども、

いかがでございましょうか。 

〇石川育成会長 

  今ご質問もあったわけですが、まず私は先ほども申し上げましたが、医療計画部会の

審議結果をもちろん重要視するものでございましょう。ただ、基本的な方向を変えるも

のではないと思いますが、これはこれでいいのですか。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  はい。 

〇石川育成会長 

  それでは、きょうは全ての時間をここに費やしているわけですから、異議が出された

場合は多数決で決めるということもあるでしょう。それから、余りにも反対が多い、反

対のような色合いの質問が多いというような場合は、これはこれとしてもう一度調査、

審議の上、当審議会にその結果を報告するという方法も事務局では考えているようでご

ざいますが、まず今のご意見を伺って、それからまた事務局でそこのところも修正する

のであれば、あとは部会長の許可を得て何回か議論してと、それも短期間のうちにやら

ないと間延びしてしまいますから、そんなようなところでいかがですか。このままだと

ずっとこのままずるずるといってしまうような気がするので、それでは今までの苦労が

どうだったのかということもあるでしょうから。 

  では、野原さん。 

〇野原副部長兼医療政策室長 

  医療政策室長の野原でございます。今いただいた兼田会長からのご意見は内容そのも

のに対してのご意見ではなくて、文言修正でございますので、これは事務的に処理させ

ていただいて、岩動部会長、そして石川会長にご確認いただく形で進めさせていただけ

ればと思います。 

  それから、水賀美委員からの質問は構想の中身というよりもプロセスだと思いますの

で、いただいたご意見は我々受けとめて、今後取り組み、行政に反映させていただきた
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いと思ってございます。まずは、この場に関しましては、この答申案についてこの審議

会で了とする形で取りまとめをいただければと思います。 

〇石川育成会長 

  よろしいですか。やってみることはいいですよ、決をとって一応はっきりしたほうが

いいというのであれば、それも民主主義の一つの方法ですから。どうしましょう、今の

折衷案みたいな感じでご質問の内容を精査して、ここのところとここのところはちょっ

とずれているなとか、いろいろ結果が出てくると思いますけれども、そういうのはやっ

てみる気はありませんか。 

〇野原副部長兼医療政策室長 

  中身について、まだ審議していませんので、何とも言えませんけれども、この中身で

了解であれば、答申について御審議をいただければと思います。 

〇兼田昭子委員 

  事前に私どもの団体には説明いただきました。 

〇石川育成会長 

  部会長、今の私の案ですが、どうですか、一回結論を出さなければおさまらないよう

な雰囲気もないわけではないのでね。 

〇岩動孝委員 

  ご審議ありがとうございます。今まで５回にわたって、前回にこの素案もお示しして

おりまして、それについて本日また改めてご議論いただくと。その間にパブリックコメ

ント、ここでちょっとご意見があったようでありますが、これの求め方がホームページ

だけでいいのかということであったようであります。そのプロセスにちょっとご異論が

あるということでありましたけれども、これは先ほど県のほうからありましたとおり、

今後ご意見を踏まえて、そしてやっていこうという意思でございますでしょうから、ぜ

ひこの我々がお示しした答申案を本日お認めいただいて、そして県知事に答申するとい

うことでご了承いただければと思います。よろしくお願いをいたします。 

〇石川育成会長 

  いいですか。今の部会長さん、これの責任者ですから、重い意見だと思いますので、

どうでしょう、事務局のほうは。 

〇野原副部長兼医療政策室長 

  今岩動部会長からいただいた方法で取りまとめをお願いできればと考えてございます。 



 

 - 22 - 

〇石川育成会長 

  乱暴なやり方というのはたくさんあるのですが、私は顔と違ってやり方は穏やかに、

合意のもとに進めていったほうが安全だと思うのですけれども、まず今部会長がそうお

っしゃっていますから、部会長の意見に従います。 

  よし、ここでもうちょっと、何でもやり直せばいいのだということではないと思いま

すので、それでは、今回の答申案ですね、答申書を知事に意見として出すことの是非は

やっぱりやっておかないと何のための審議会なのか、みんなお忙しい人の集まりですか

ら、その辺やってみていいですか。絶対反対であるなら審議委員やめるなどというよう

な考えではないと私は思いますので。 

  鈴木さんどうです、もういいんじゃないですか、こういう方法もあるならあるでいい

し。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  まずは、この場で答申案につきましてお諮りをしていただければなと思ってございま

すので、岩動部会長さんからもそのような趣旨のお話しいただきましたので、事務局と

いたしましてもそのようにしていただければなと。 

〇石川育成会長 

  事務局とすればそうなのですよね。 

  それでは、皆さんに対してちょっとご意見を伺いますが、大きな間違いはないのでご

ざいますし、もう一度改めて決をとって、もし否決されたら、またこの作業をやり直そ

うというものでもないような気がするので、まずとりあえず私、勝手ですが、答申案に

ついて、これはまず今まで苦労してまとめてきたものであるから、これを知事さんに答

申書としてお渡しすると、この意見をどう思われますか。それではやっぱり物足りない

かな、どうしたらいいのかな、どうぞ質問なさった方のご意見に従って、私が話を進め

ているわけですから、事務局は何とかここでまとめてもらいたいと、こういうことでし

ょうからよろしくお願いします。でなければ、一回この会を流してまたやるか、そうい

う手もないわけではない。 

  はい、どうぞ。 

〇小原紀彰委員 

  水賀美委員さんの意見は反対ではないのです。まとめるのに対してのプロセスがどう

なのかというだけの話ですから、この答申内容についてどうのこうのと言っているわけ
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ではありませんので、あえてこの場の委員の皆様方がこの素案に対して反対だという方

はいらっしゃらないと思いますので、ここでもう前に進まれたらどうでしょうか。 

〇石川育成会長 

  それでは、医療計画部会の審議結果をもって当審議会の意見として知事に答申するこ

とに、これに賛成の皆さんの挙手をお願いいたします。 

 

   〔賛成者挙手〕 

 

〇石川育成会長 

  みなさん賛成でございます。ただ、こういうことも慣れておかないと、なかなか民主

主義もうまくいかないなと思ったりしていますから。 

  それでは、今の挙手の状況から考えて、そのように進めましょう。 

  では、あとは岩動部会長のほうからいろいろ手を打ってやってください。 

  先ほどご挨拶でも申し上げましたが、知事さんがご欠席でございますので、部長さん

にお渡ししたいと思います。どうぞこちらのほうにおいでください。 

 

  岩手県知事、達増拓也様。岩手県医療審議会会長、石川育成。 

  地域医療構想の策定に伴う岩手県保健医療計画の見直しについて。 

  平成27年４月27日付け医政第137号、これにより諮問された医療法第30条４第２項第７

号の規定により、医療計画を変更し、地域医療構想に関する事項を定めることについて、

別添のとおり答申いたします。 

 

〇佐々木保健福祉部長 

  どうもありがとうございます。 

〇石川育成会長 

  ちょっと少し揺れましたが、たまにはこういうことも慣れておいたほうがいいと思い

ます。 

〇佐々木保健福祉部長 

  はい。 

〇石川育成会長 
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  その他ですが、何か。 

〇佐々木保健福祉部長 

  会長、その前に御礼を申し述べたいと思います。 

  ただいまは、熱心なご論議の上、地域医療構想の医療計画部会が作りました案、これ

をもって答申ということで頂戴いたしまして、大変ありがとうございます。県といたし

ましては、この答申を基本的に尊重した上で、岩手県地域医療構想として策定いたしま

して、効率的で質の高い医療提供体制の構築に努めていきたいと思っております。 

  そして、ただいま議論にもありましたとおり、この構想を作るのが目的ではございま

せんで、この構想に従って地域医療をよりよい質の高いものにしていく、みんなどこの

地域においても必要な医療が受けられるような体制づくりを目指すものでございますの

で、この構想をベースにし、各圏域における協議の場においてご協議いただく、それか

ら県民の皆様方からも随時、これはこの分野に限らず、医療分野に限らず、県政に対す

る意見、提言、県政提言というのは頂戴しておりまして、担当部署からそれぞれ関係す

る行政分野に応じて、例えば医療、保健関係は保健福祉部のほうにとか、そういう形で

それが回付されますので、そのご意見を参考にして今後の医療行政を進めていきたいと

思っております。本日は答申をいただきまして、誠にありがとうございます。 

〇石川育成会長 

  どうもありがとうございました。 

 

 ４ その他 

 

〇石川育成会長 

  それでは、その他は何か事務局のほうで用意してあるものはございますか。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  事務局のほうからはございません。 

〇石川育成会長 

  ありませんと。当方では、特に用意したものはございませんので、本日の議事を終了

いたします。 

  ご協力に心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 
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  石川会長さん大変ありがとうございました。委員の皆様におかれましては、年度末の

お忙しい中、いろいろご意見をいただきましてありがとうございました。 

 

 ５ 閉 会 

 

〇鈴木医療政策室医療政策担当課長 

  以上をもちまして、岩手県医療審議会を閉会させていただきます。どうもありがとう

ございました。 


